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当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について 

 

当社は、平成 19 年 2 月 15 日開催の当社取締役会において、第 4 期事業年度に係る当社定

時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件に、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株

式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を導入

することを決定いたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 

 

1. 本プランの概要 

本プランの概要は、以下のとおりです（その詳細については、下記 2.「本プラン導入の

目的」以下をご参照下さい。）。 

 

(1) 目的 

本プランは、当社株式の大量取得行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断を

するために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会を確保

すること等により、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的

としています。 

 

(2) 手続の設定 

本プランは、当社株券等の 20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事

前の情報提供を求める等、上記(1)の目的を実現するために必要な手続を定めています

（詳細については下記 3.(1)「本プランに係る手続」をご参照下さい。）。 

 

(3) 新株予約権の無償割当てによる本プランの発動 

買収者が本プランにおいて定められた手続に従うことなく当社株券等の買収を行う

場合、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがある場

合等（その要件の詳細については下記 3.(2)「本新株予約権の無償割当ての要件」をご参

照下さい。）には、当社は、買収者等による権利行使は認められないとの行使条件及び

当社が買収者等以外の者から当社株式等と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得
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条項が付された新株予約権（その主な内容は下記 3.(3)「本新株予約権の無償割当ての概

要」において述べるものとし、以下これを「本新株予約権」といいます。）を、その時

点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。 

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得

に伴って買収者以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買収者の有する当

社の議決権割合は、最大 50%まで希釈化される可能性があります。 

 

(4) 独立委員会の利用 

本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断につい

ては、取締役の恣意的判断を排するため、独立性の高い社外取締役等から構成される独

立委員会（その詳細については下記 3.(5)「独立委員会の設置」をご参照下さい。）の客

観的な判断を経るとともに、株主の皆様への情報開示を通じて透明性を確保することと

しています。 

 

2. 本プラン導入の目的 

 

(1) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に向けた取組み 

当社は、1673 年（延宝元年）に江戸本町 1 丁目（現・日本橋）に呉服店「越後屋」を

開店したことを起源として、「社会的貢献と企業の繁栄」、「伝統を越える革新性」、「ま

ごころと創意工夫」という三つの企業理念の下、日本橋その他の主要都市において、デ

パートメントストアとしてお客様の幅広いご要望の全てにお応えできるようにお客様

第一を基本として経営を続け、企業価値の向上に努めてまいりました。 

当社の企業価値の源泉は、創業以来、長年に亘る企業活動により構築された「三越」

のブランド価値にあります。当社のブランド価値は、株主の皆様、お客様、従業員、お

取組先、社会等との間で持続的な信頼関係を構築していくことにより、維持、醸成され

ていくものです。 

当社は、平成 18 年度までに事業の抜本的改革と不採算店舗の閉鎖による財務体質の

強化に加え、専門館型店舗の拡充等により新規業態開発への足がかりを構築し、不採算

関連会社の清算又は売却、有利子負債の圧縮などにより経営の効率化を行って参りまし

たが、平成 19 年度からは、更に三越のブランド価値を高めるため、中長期経営計画「三

越ブランド ルネサンス 6 ヵ年計画」をスタートいたします。具体的には、①「上質

なくらしを求める大人」にターゲットを明確化し、ターゲットにフィットした品揃え・

店作り・サービスの提供を行い、三越ファンを増やすことで、当社のブランド価値の向

上に取り組んでまいります。また、②重点売場を核とした商品政策やコスト削減などに

より収益率を向上させ、③地域や規模に応じて、店舗の役割を明確にすることで、他社

との競争の中での優位性を獲得し、④インターネットや雑誌など顧客・販売ルートの拡

大や、デベロッパー事業のビジネスモデルの確立など、百貨店事業以外の事業の充実に

 2



取り組みます。さらには、⑤プロフェッショナルな人材の育成や従業員がチャレンジで

きる企業風土の構築等により、お客様により上質なサービスを提供できるように努めて

まいります（詳細については、本日付当社「三越 ブランド ルネサンス 6 ヵ年計画」

に関するプレスリリースをご参照下さい。）。 

このような中長期経営計画を基本とした取組みによって、三越のブランド価値をより

一層向上させることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の最大化を追求し

てまいります。 

 

(2) コーポレート・ガバナンス強化への取組み 

当社は、企業価値・株主共同の利益の向上のための不可欠な仕組みとして、従来より

コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。当社においては、独立性のある

社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名を選任し、経営陣の株主の皆様に対する責任を明確

化するため、取締役の任期を 1 年としていることに加え、任意の機関として役員の任免・

処遇に関する提言を行う社外取締役を委員長とした「指名委員会」及び「報酬委員会」

を設置し、さらには、役員評価制度を導入して役員としての業績責任と経営者としての

資質を客観的に評価し、経営の透明性を高めております。また、各役員の業績に連動し

た役員報酬制度を導入しております。 

以上のように、当社は、コーポレート・ガバナンス強化を通じた企業価値ひいては株

主共同の利益の確保・向上に取り組んでおります。 

 

(3) 本プラン導入の必要性 

本プランは、以下のとおり、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させる

目的をもって導入されるものです。 

昨今、新しい法制度の整備や企業構造・企業文化の変化等を背景として、対象となる

会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株式の買付を強行するといった動

きが顕在化しつつあります。 

もとより、当社は、株式の大量買付等であっても、当社の企業価値・株主共同の利益

に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の

支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行

なわれるべきものと考えております。 

しかしながら、株式の大量買付等の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同

の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれ

があるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付等の行為について検討しある

いは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないも

の、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交

渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なく

ありません。 
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とりわけ、当社の企業価値の源泉は当社のブランド価値に存し、企業価値を向上させ

ていくためにはこのブランド価値を高めていくことが必要不可欠です。もっとも、株式

の大量買付等を行う者が、当社を取り巻く経営環境を正しく認識し、当社のブランド価

値ひいては企業価値の源泉を正確に理解した上で、これを中長期的に確保し、向上させ

られるのでなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されることになります。 

こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式に対する大量買付等が行われた際に、

株主の皆様がかかる大量買付等に応じるべきか否かを判断したり、あるいは当社取締役

会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆

様のために交渉を行うこと等を可能とすることで、当社の企業価値・株主共同の利益に

反する大量買付等を抑止するための枠組みが必要不可欠であると判断しました。 

以上の理由により、当社取締役会は、本定時株主総会で株主の皆様にご承認いただけ

ることを条件として、本プランを導入することを決定いたしました。なお、平成 18 年 8

月 31 日現在における当社の大株主の状況は、別添「大株主の状況」のとおりです。ま

た、当社は、現時点において、具体的な買収の提案を受けているわけではありません。 

 

3. 本プランの内容 

 

(1) 本プラン発動に係る手続 

 

(a) 対象となる買付等 

本プランは、以下①又は②に該当する当社株券等の買付もしくはこれに類似する

行為又はその提案（以下「買付等」といいます。）がなされる場合を適用対象としま

す。買付等を行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）には、予め本プラン

に定められる手続に従っていただくこととします。 

① 当社が発行者である株券等1について、保有者2の株券等保有割合3が 20%以上

となる買付 

② 当社が発行者である株券等4について、公開買付け5に係る株券等の株券等所

有割合6及びその特別関係者7の株券等所有割合の合計が 20%以上となる公

開買付け 

(b) 買付者等に対する情報提供の要求 
                                                  
1 証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に定義されます。本書において別段の定めがない限り同じとします。 
2 証券取引法第 27 条の 23 第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含みます（当社取締役会がこれに該当す

ると認めた者を含みます。）。本書において同じとします。 
3 証券取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義されます。本書において同じとします。 
4 証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義されます。②において同じとします。 
5 証券取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義されます。本書において同じとします。 
6 証券取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義されます。本書において同じとします。 
7 証券取引法第27条の2第7項に定義されます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。

但し、同項第 1 号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣
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買付等を行う買付者等は、当社取締役会が別途認めた場合を除き、当該買付等の

実行に先立ち、当社に対して、下記の各号に定める情報（以下「本必要情報」とい

います。）及び当該買付者等が買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の

誓約文言等を記載した書面（以下「買付説明書」といいます。）を当社の定める書式

により提出して頂きます。 

当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供

するものとします。独立委員会は、これを受けて当該買付説明書の記載内容が本必

要情報として不十分であると判断した場合には、買付者等に対し、適宜回答期限（原

則として 60 日を上限とします。）を定めた上、追加的に情報を提供するよう求める

ことがあります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、かかる情報を

追加的に提供して頂きます。 

記 

① 買付者等及びそのグループ（共同保有者8、特別関係者及び（ファンドの場

合は）各組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構

成、財務内容、当該買付等による買付等と同種の過去の取引の詳細、結果、

対象会社の企業価値に与えた影響等を含みます。） 

② 買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、

関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性に関す

る情報等を含みます。） 

③ 買付等の価格の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に

用いた数値情報及び買付等に係る一連の取引により生じることが予想され

るシナジーの内容（そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの内容を

含みます。）及びその算定根拠等を含みます。） 

④ 買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体

的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。） 

⑤ 買付等の後における当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当

政策 

⑥ 買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関

係者の処遇方針 

⑦ 当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策 

⑧ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

 

なお、独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続に従うことなく買付

等を開始したものと認められる場合には、引き続き買付説明書及び本必要情報の提

                                                                                                                                                  
府令第 3 条第 2 項で定める者を除きます。本書において同じとします。 
8 証券取引法第 27 条の 23 第 5 項に規定される共同保有者をいい、同条第 6 項に基づき共同保有者とみな

される者を含みます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。本書において同じとしま
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出を求めて買付者等と協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合を除き、原則

として、下記(d)①記載のとおり、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当

てを実施することを勧告します。 

 

(c) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討 

① 当社取締役会に対する情報提供の要求 

独立委員会は、買付者等から買付説明書、その他本必要情報及び独立委員会

から追加的に提出を求められた情報（もしあれば）が提出された場合、当社の

企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から買付説明書及び本必要

情報等の情報の内容と当社取締役会の経営計画、当社取締役会による企業評価

等との比較検討を行うために、当社取締役会に対しても、適宜回答期限を定め

た上（原則として 60 日を上限とします。）、買付者等の買付等の内容に対する意

見（留保する旨の意見を含むものとします。以下同じとします。）及びその根拠

資料、代替案（もしあれば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報等を提

供するよう要求することができます。 

 

② 独立委員会による検討等 

独立委員会は、買付者等及び（当社取締役会に対して上記のとおり情報等の

提供を要求した場合には）当社取締役会からの情報等を受領してから原則とし

て 60 日が経過するまでの間（但し、下記(d)③に記載する場合等には、独立委員

会は当該期間を延長することができるものとします。）（以下「独立委員会検討

期間」といいます。）、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等と当社取締役

会の経営計画・事業計画等に関する情報収集・比較検討、及び当社取締役会の

提示する代替案の検討等を行います。また、独立委員会は、当社の企業価値・

株主共同の利益の確保・向上という観点から当該買付等の内容を改善させるた

めに必要であれば、直接又は間接に、当該買付者等と協議・交渉等を行い、又

は当社取締役会の提示する代替案の株主の皆様に対する提示等を行うものとし

ます。 

買付者等は、独立委員会が、直接又は間接に、検討資料その他の情報提供、

協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものと

します。なお、買付者等は、独立委員会検討期間が終了するまでは、上記(a)①

または②に該当する買い付け等を開始することはできないものとします。独立

委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益に資するようになされること

を確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナ

ンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門

家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。 
                                                                                                                                                  
す。 
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③ 情報開示 

当社は、買付者等が現れた事実、買付者等から買付説明書が提出された事実、

独立委員会検討期間が開始した事実、当社取締役会が独立委員会に代替案を提

示した事実及び本必要情報その他の情報のうち独立委員会が適切と判断する事

項について、適時開示の規則を尊重して独立委員会が適切と判断する時点で情

報開示を行います。 

 

(d) 独立委員会の勧告 

独立委員会は、買付者等が現れた場合には、以下のとおり当社取締役会に対する

勧告等を行うものとします。独立委員会が当社取締役会に対して下記①ないし③に

従った勧告等を行った場合その他独立委員会が適切と判断する場合には、独立委員

会は、当該勧告等の概要その他独立委員会が適切と判断する事項（独立委員会検討

期間を延長する場合にはその期間及び理由を含みます。）について、速やかに情報開

示を行います。 

 

① 本プランの発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続を遵守しなかった場合、

又は、買付等の内容の検討等の結果、買付者等による買付等が下記(2)「本新株

予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当し、本新株予約権

の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、独立委員会検

討期間の開始又は終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権

の無償割当てを実施すべき旨の勧告を行います。 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後

も、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、本新株予約権の行

使期間開始日（下記(3)「本新株予約権の無償割当ての概要」(f)において定義さ

れます。）の前日までの間は、（無償割当ての効力発生前においては）本新株予

約権の無償割当てを中止し、又は（無償割当ての効力発生後においては）本新

株予約権を無償にて取得すべき旨の新たな勧告を行うことができるものとしま

す。 

 

(i) 当該勧告後に買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しな

くなった場合 

(ii) 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等によ

る買付等が下記(2)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件の

いずれにも該当しないか、又は該当しても本新株予約権の無償割当てを

実施することもしくは行使を認めることが相当でない場合 
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② 本プランの不発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等

の結果、買付者等による買付等が下記(2)「本新株予約権の無償割当ての要件」

に定める要件のいずれにも該当しない又は該当しても本新株予約権の無償割当

てを実施することが相当でないと判断した場合には、独立委員会検討期間の終

了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施

すべきでない旨の勧告を行います。 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施の勧告をした

後も、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、上記①の要件

を充足することとなった場合には、本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨

の新たな勧告を含む新たな判断を行い、これを当社取締役会に勧告することが

できるものとします。 

 

③ 独立委員会検討期間の延長を行う場合 

独立委員会が、当初の独立委員会検討期間の終了時までに、本新株予約権の

無償割当ての実施又は不実施の勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、

買付者等の買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討等に必要と

される合理的な範囲内で、独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行います

（なお、当該期間延長後、更なる期間の延長を行う場合においても同様の手続

によるものとします。）。 

上記決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会は、引き

続き、情報収集、検討等を行うものとし、延長期間内に本新株予約権の無償割

当ての実施又は不実施の勧告を行うよう最大限努めるものとします。 

 

(e) 取締役会の決議 

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して本新株予約権の無償割

当ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての決議を速やかに行うもの

とします。当社取締役会は、上記決議を行った場合には、当該決議の概要その他当

社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。なお、

買付者等は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての不実施に関する決議を行

うまでの間、買付等を実行してはならないものとします。 

 

(2) 本新株予約権の無償割当ての要件 

当社は、買付者等による行為等が下記のいずれかに該当し、かつ、本新株予約権の無

償割当てを実施することが相当と認められる場合、上記(1)「本プランに係る手続」(e)

に記載される当社取締役会の決議により、本新株予約権の無償割当てを実施することを
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予定しております。なお、上記(1)「本プランの発動に係る手続」(d)のとおり、下記の

要件に該当し本新株予約権の無償割当てを実施することが相当か否かについては、必ず

独立委員会の勧告に基づき決定されることになります。 

記 

(a) 上記(1)「本プランの発動に係る手続」(b)に定める情報提供及び独立委員会検討

期間の確保その他本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合 

(b) 下記に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する

明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合 

① 株券等を買い占め、その株券等について当社に対して高値で買取りを要求す

る行為 

② 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当

社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為 

③ 当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として

流用する行為 

④ 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産

等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的

高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為 

(c) 強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目

の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買

付を行うことをいいます。）等株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある

買付等である場合 

(d) 当社取締役会に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な

期間を与えない買付等である場合 

(e) 当社株主に対して、本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に

必要とされる情報が提供されず、又は提供された場合であっても不十分な提供

である場合 

(f) 買付等の条件（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適

法性、買付等の実現可能性、買付等の後の経営方針又は事業計画、買付等の後

における当社の他の株主、従業員、顧客、取引先その他の当社に係る利害関係

者に対する方針等を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な

買付等である場合 

(g) 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、顧客、取引先等と

の関係や当社のブランド価値を損なうことなどにより、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付等である場合 

 

(3) 本新株予約権の無償割当ての概要 

本プランに基づき実施する予定の本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおり
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です。 

 

(a) 新株予約権の数 

本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「本新株予約権無償割当

て決議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下「割当期

日」といいます。）における当社の最終の発行済株式総数（但し、同時点において当

社の有する当社株式の数を控除します。）と同数とします。 

 

(b) 割当対象株主 

割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された

当社以外の株主に対し、その有する当社株式1株につき本新株予約権1個の割合で、

本新株予約権を割り当てます。 

 

(c) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定めます。 

 

(d) 本新株予約権の目的である株式の数 

本新株予約権 1 個の目的である当社株式9の数（以下「対象株式数」といいます。）

は、原則として 1 株とします。 

 

(e) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に

際して出資される財産の当社株式 1 株当たりの価額は、1 円を下限とし当社株式 1

株の時価の 2 分の 1 の金額を上限とする金額の範囲内で当社取締役会が本新株予約

権無償割当て決議において別途定める価額とします。なお、「時価」とは、本新株予

約権無償割当て決議に先立つ 90 日間（取引が成立しない日を除きます。）の東京証

券取引所における当社普通株式の普通取引の各日の終値の平均値（気配表示を含み

ます。）に相当する金額とし、1 円未満の端数は切り上げるものとします。 

 

(f) 本新株予約権の行使期間 

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定めた日を初日（以下、

かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。）とし、1 ヶ月間から 3 ヶ

月間までの範囲で本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める

期間とします。但し、下記(i)②項の規定に基づき当社が本新株予約権を取得する場

                                                  
9 将来、当社が種類株式発行会社（会社法第 2 条第 13 号）となった場合においても、①本新株予約権の行

使により発行される当社株式及び②本新株予約権の取得と引換えに交付する株式は、いずれも当社が本定

時株主総会開催時において、現に発行している株式（普通株式）と同一の種類の株式を指すものとします。 
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合、当該取得に係る本新株予約権の行使期間は、当該取得日の前営業日までとしま

す。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休

業日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。 

 

 

(g) 本新株予約権の行使条件 

(Ⅰ)特定大量保有者10、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大量買付者11、

(Ⅳ)特定大量買付者の特別関係者、もしくは(Ⅴ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅳ)に該当する者か

ら本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者、

又は、(Ⅵ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅴ)に該当する者の関連者12（以下、(Ⅰ)ないし(Ⅵ)に該当

する者を「非適格者」と総称します。）は、原則として本新株予約権を行使すること

ができません。また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続

が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使することができません

（但し、非居住者のうち当該外国の適用除外規定が利用できる者等の一定の者は行

使することができるほか、非居住者の保有する本新株予約権も、下記(i)項②のとお

り、当社による当社株式等を対価とする取得の対象となります。）。 

 

(h) 本新株予約権の譲渡 

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。 

 

(i) 当社による本新株予約権の取得 

① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取

得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が

別途定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償で取得すること

ができるものとします。 
                                                  
10 原則として、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が 20%以上であ

る者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）をいいます。但し、その者が当社の株券等

を取得・保有することが当社の企業価値又は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、特定大量保有者に該当しな

いものとします。本書において同じとします。 
11 原則として、公開買付けによって当社が発行者である株券等（証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義され

ます。以下本脚注 11 において同じとします。）の買付け等（同法第 27 条の 2 第 1 項に定義されます。以下

本脚注 11 において同じとします。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所

有（これに準ずるものとして証券取引法施行令第 7 条第 1 項に定める場合を含みます。）に係る株券等の株

券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して 20%以上となる者（当社取締役会がこれ

らに該当すると認めた者を含みます。）をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが

当社の企業価値又は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て

決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、特定大量買付者に該当しないものとします。本書に

おいて同じとします。 
12 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下

にある者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）、又はその者と協調して行動する者と

して当社取締役会が認めた者をいいます。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定
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② 当社は、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、非適格者以外の者

が有する本新株予約権のうち当社取締役会が定める日の前日までに未行使の

もの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権 1 個につき対象株式数に

相当する数の当社株式を交付することができます。 

また、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有する者のうち非適

格者以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得がな

された日より後の当社取締役会が定める日の到来日をもって、当該者の有す

る本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前営業日までに未行使

のものを全て取得し、これと引換えに、本新株予約権 1 個につき対象株式数

に相当する数の当社株式を交付することができるものとし、その後も同様と

します。 

 

(j) 合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付 

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定めます。 

 

(k) 新株予約権証券の発行 

本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。 

 

(l) 法令の改正等による修正 

上記で引用する法令の規定は、平成 19 年 2 月 15 日現在施行されている規定を前

提としているものであり、同日以後、法令の新設又は改廃により、上記各項に定め

る条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設又は改

廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範

囲内で読み替えることができるものとします。 

 

(4) 本プランの導入手続 

本プランの導入については、以下のとおり、本定時株主総会において株主の皆様のご

承認をいただくことを条件とします。 

 

① 会社法第 278 条第 3 項但書に基づき、当社定款第 14 条に、「当会社は、新株予

約権無償割当てに関する事項については、取締役会の決議によるほか、株主総

会の決議、または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により決

定する。」との規定を新設するとの内容を含む定款変更議案を、本定時株主総会

に付議する予定です。 

② ①による変更後の当社定款第 14に基づき、本定時株主総会における決議により、

                                                                                                                                                  
を支配している場合」（会社法施行規則第 3 条第 3 項に定義されます。）をいいます。 
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本プランに記載した条件に従い本新株予約権の無償割当てに関する事項を決定

する権限を、当社取締役会に委任していただきます。 

 

 

(5) 独立委員会の設置 

当社は、本プランの導入にあたり、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のため

に本プランの発動等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委

員会を設置します。本プランの導入当初の独立委員会の委員は、当社経営陣からの独立

性の高い当社の社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名の合計 4 名から構成されます（独立

委員会の委員の選任基準、決議要件、決議事項等については、別紙 1「独立委員会規則

の概要」のとおりであり、本プラン導入当初の独立委員会の委員は別紙 2「独立委員会

委員略歴」のとおりです。）。 

実際に買付等がなされる場合には、上記(1)「本プランに係る手続」に記載したとおり、

こうした独立委員会が、当該買付等が当社の企業価値・株主の共同利益を毀損するか否

か等の実質的な判断を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して会社法上の機関

としての決議を行うこととします。 

 

(6) 本プランの有効期間、廃止及び変更 

本プランの有効期間は、2007 年 2 月期の定時株主総会終結時から 2010 年 2 月期の定

時株主総会終結時までの約 3 年間とします。 

但し、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランに係る本新

株予約権の無償割当てに関する事項の決定についての取締役会への上記委任を撤回す

る旨の決議が行われた場合、又は、②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議

が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。 

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、上記(4)「本プランの導入

手続」②の株主総会決議による委任の趣旨に反しない場合（本プランに関する法令、証

券取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映するのが適切であ

る場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、当社株主に不

利益を与えない場合等を含みます。）、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、

又は変更する場合があります。 

当社は、本プランが廃止、修正又は変更された場合には、当該廃止、修正又は変更の

事実及び（修正・変更の場合には）修正・変更の内容その他の事項について、情報開示

を速やかに行います。 

 

 

 

4. 本プランの合理性 
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(1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

本プランは、経済産業省及び法務省が平成 17 年 5 月 27 日に発表した「企業価値・株

主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業

価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当

性の原則）を充足しています。 

 

(2) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

本プランは、上記 2.「本プラン導入の目的」にて記載したとおり、当社株式に対する

買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるい

は当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様

のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。 

 

(3) 株主意思を重視するものであること 

上記 3.(4)「本プランの導入手続」にて記載したとおり、本プランは、当社株主総会に

おいて本プランに係る委任決議がなされることにより導入されます。 

また、上記 3.(6)「本プランの有効期間、廃止及び変更」にて記載したとおり、本プラ

ンには、有効期間を約 3 年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、そ

の有効期間の満了前であっても、当社株主総会において上記の委任決議を撤回する旨の

決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。その意味

で、本プランの消長には、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。 

 

(4) 独立性の高い社外取締役等の判断の重視と情報開示 

上記 3.(5)「独立委員会の設置」に記載したとおり、本プランの発動等の運用に際して

の実質的な判断は、当社経営陣から独立性の高い社外取締役等のみから構成される独立

委員会により行われることとされています。これにより当社取締役の恣意的行動を厳格

に監視いたします。 

また、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当

社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが

確保されています。 

 

(5) 合理的な客観的要件の設定 

本プランは、上記 3.(1)「本プランに係る手続」(d)及び上記 3.(2)「本新株予約権の無

償割当ての要件」にて記載したとおり、合理的な客観的要件が充足されなければ発動さ

れないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組

みを確保しているものといえます。 
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(6) 第三者専門家の意見の取得 

上記 3.(1)「本プランに係る手続」(c)②にて記載したとおり、買付者等が出現すると、

独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公

認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を受けること

ができるものとされています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性が

より強く担保される仕組みとなっています。 

 

(7) 当社取締役の任期は 1 年とされていること 

当社取締役の任期は、定款において 1 年とされています。このように取締役任期が短

く設定されていることにより、経営陣の株主の皆様に対する責任をより明確なものとし、

コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。 

 

(8) デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと 

上記 3.(6)「本プランの有効期間、廃止及び変更」にて記載したとおり、本プランは、

当社の株券等を大量に買い付けた者が、自己の指名する取締役を株主総会で選任し、か

かる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。 

従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替

させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社において

は取締役の期差任期制は採用されないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策（取

締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間

を要する買収防衛策）でもありません。 

 

5. 株主の皆様への影響 

 

(1) 本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

本プランの導入時点においては、株主総会決議に基づき、本新株予約権に関する新株

予約権無償割当ての決定権限を取締役会に対して委任していただいているに過ぎず、本

新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主及び投資家の皆様に直接具体的

な影響が生じることはありません。 

 

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

(i) 本新株予約権の無償割当ての手続及び名義書換手続 

当社取締役会において、本新株予約権無償割当て決議を行った場合には、当社

取締役会は、当該決議において割当期日を定め、これを公告いたします。この場

合、割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録さ

れた株主の皆様（以下「割当対象株主」といいます。）に対し、原則としてその有
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する当社株式 1 株につき 1 個の本新株予約権が無償にて割り当てられます。従い

まして、株主の皆様におかれては、割当期日に間に合うよう、速やかに株式の名

義書換手続を行っていただく必要があります（証券保管振替機構に対する預託を

行っている株券については、名義書換手続は不要です。）。なお、割当対象株主の

皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に本新株予約権

に係る新株予約権者となるため、申込の手続等は不要です。 

なお、一旦本新株予約権無償割当て決議がなされた場合であっても、当社は、

上記 3.(1)「本プランに係る手続」(d)①に記載した独立委員会の勧告を最大限尊重

し、本新株予約権の行使期間開始日の前日までに、（無償割当ての効力発生前にお

いては）本新株予約権の無償割当てを中止し、又は（無償割当ての効力発生後に

おいては）本新株予約権を無償にて取得する場合があります。これらの場合には、

一株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、当該新株予約権の無償割当

を受けるべき株主が確定した後（権利落ち日以降）に当社株式の価値の希釈化が

生じることを前提にして売買等を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動に

より不測の損害を被る可能性があります。 

 

(ii) 本新株予約権の行使の手続 

当社は、割当対象株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書

（行使に係る本新株予約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日等の必要事

項並びに株主の皆様ご自身が本新株予約権の行使条件を充足すること等について

の表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものと

します。）その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。本新株

予約権の無償割当て後、株主の皆様においては、本新株予約権の行使期間内に、

これらの必要書類を提出した上、原則として、本新株予約権 1 個当たり 1 円を下

限とし、当社株式 1 株の時価の 2 分の 1 の金額を上限とする金額の範囲内で当社

取締役会が本新株予約権無償割当て決議において定める行使価額に相当する金銭

を払込取扱場所に払い込むことにより、1 個の本新株予約権につき原則として 1

株の当社株式が発行されることになります。 

仮に、株主の皆様が、こうした本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の

払込を行わなければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保

有する当社株式が希釈化することになります。 

但し、当社は、下記(iii)に記載するところに従って非適格者以外の株主の皆様か

ら本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式等を交付することがあります。

当社がかかる取得の手続を取った場合、非適格者以外の株主の皆様は、本新株予

約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込をせずに当社株式等を受領することと

なり、その保有する当社株式の希釈化は原則として生じません。 
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(iii) 当社による本新株予約権の取得の手続 

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の

手続に従い、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、非適格者以外の株

主の皆様から本新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式を交付することが

あります。この場合、かかる株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むこと

なく、当社による当該本新株予約権の取得の対価として、1 個の本新株予約権に

つき原則として 1 株の当社株式を受領することになります。なお、この場合、か

かる株主の皆様には、別途、ご自身が非適格者でないこと等についての表明保証

条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による誓約書をご提出い

ただくことがあります。 

 

上記のほか、割当て方法、名義書換方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳

細につきましては、本新株予約権無償割当て決議において決定された後、株主の皆様に

対して情報開示又は通知いたしますので、当該内容をご確認ください。 

 

以上 
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別紙 1 

 

独立委員会規則の概要 

 

・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

・ 独立委員会の委員は、3 名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立して

いる、(i)当社社外取締役、(ii)当社社外監査役、又は(iii)社外の有識者のいずれかに該当

する者の中から、当社取締役会が選任する。但し、有識者は、実績ある会社経営者、投

資銀行業務・当社の業務領域に精通する者、弁護士、公認会計士もしくは会社法等を主

たる研究対象とする研究者又はこれらに準ずる者でなければならず、また、別途当社取

締役会が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者でなけれ

ばならない。 

・ 独立委員会委員の任期は、本定時株主総会終結後 1 年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。但し、当社取締役会の決

議により別段の定めをした場合はこの限りでない。また、社外取締役又は社外監査役で

あった独立委員会委員が、取締役又は監査役でなくなった場合（但し、再任された場合

を除く。）には、独立委員会委員としての任期も同時に終了するものとする。 

・ 独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容を、

その理由を付して当社取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、この独立委員会の

勧告を最大限尊重して、新株予約権無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法上の

機関としての決議を行う。なお、独立委員会の各委員及び当社各取締役は、こうした決

定にあたっては、専ら当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこれ

を行うことを要し、自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはなら

ない。 

① 本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施 

② 本新株予約権の無償割当ての中止又は本新株予約権の無償取得 

③ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に

諮問した事項 

・ 上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行う。 

① 本プランの対象となる買付等への該当性の判断 

② 買付者等及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報及びその回答期

限の決定 

③ 買付者等の買付等の内容の精査・検討 

④ 買付者等との交渉・協議 

⑤ 当社取締役会に対する代替案の提出の要求・代替案の検討 

⑥ 独立委員会検討期間の延長の決定 

⑦ 本プランの修正又は変更に係る承認 

  



⑧ その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事項 

⑨ 当社取締役会が別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

・ 独立委員会は、買付者等に対し、買付説明書の記載内容および提供された情報が

本必要情報として不十分であると判断した場合には、追加的に情報を提供するよう求め

る。また、独立委員会は、買付者等から買付説明書及び独立委員会から追加提供を求め

られた情報が提供された場合、当社取締役会に対しても、所定の期間内に、買付者等の

買付等の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案（もしあれば）その他独立委員会

が適宜必要と認める情報を提供するよう要求することができる。 

・ 独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から買

付者等の買付等の内容を改善させるために必要があれば、直接又は間接に、買付者等と

協議・交渉を行うものとし、また、当社取締役会の代替案の株主に対する提示等を行う

ものとする。 

・ 独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その

他独立委員会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関する説明

を求めることができる。 

・ 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザ

ー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得ること

等ができる。 

・ 各独立委員会委員は、買付等がなされた場合その他いつでも独立委員会を招集す

ることができる。 

・ 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員のうち 3 分の 2 以上が出席し、

その過半数をもってこれを行う。但し、やむを得ない事由があるときは、独立委員会委

員の過半数が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行うことができる。 

 

以 上 

  



別紙 2 

 

独立委員会委員略歴 

 

本プラン導入当初の独立委員会の委員は、以下の 4 名を予定しております。 

 

佐藤
さ と う

 文夫
ふ み お

 

 
 

学    歴 

１９５３（昭２８）年 ３月  東京大学工学部卒業 

 

 

職    歴 

１９５３（昭２８）年 ４月  株式会社東芝入社 

１９９２（平 ４）年 ６月  同社取締役社長就任 

１９９６（平 ８）年 ６月  同社取締役会長就任 

１９９９（平１１）年 ６月  同社相談役就任（現） 

２００３（平１５）年 ９月  当社取締役就任（現） 

 

主 な る 兼 業 

石川島播磨重工業株式会社 社外取締役 

 

 

※佐藤文夫氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定される当社社外取締役です。 

 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

見 城
けんじょう

 美枝子
み え こ

 

 
 

学    歴 

１９６８（昭４３）年 ３月  早稲田大学教育学部英語英文科卒業 

１９９５（平 ７）年 ３月  早稲田大学大学院理工学研究科修士課程終了   

 

 

職    歴 

１９６８（昭４３）年 ４月  東京放送入社 

１９７３（昭４８）年１０月  同社退社 

１９９５（平 ７）年 ４月  福岡県春日市ふれあい文化センター館長就任 

１９９６（平 ８）年 ４月  青森大学社会学部教授就任（現） 

２００２（平１４）年１２月  JA 全農経営役員就任 

２００６（平１８）年 ５月  当社取締役就任（現） 

 

 

主 な る 兼 業 

オルト株式会社 社外取締役 

 

 

 

※見城美枝子氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定される当社社外取締役です。 

 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

佐成
さ な り

 豐彦
とよひこ

 

 
 

学    歴 

１９５９（昭３４）年 ３月  慶応義塾大学経済学部卒業 

 

 

職    歴 

１９６１（昭３６）年１０月  公認会計士太田哲三事務所入所 

１９６７（昭４２）年 １月  監査法人太田哲三事務所（現新日本監査法人）入所 

１９８４（昭５９）年 ６月  同代表社員就任 

１９９８（平１０）年 ５月  同理事長就任 

２０００（平１２）年 ５月  同理事長辞任 

２００１（平１３）年 ２月  同代表社員辞任 

２００１（平１３）年 ３月  公認会計士佐成豐彦事務所開設 

２００１（平１３）年 ５月  当社監査役就任（現） 

 

 

 

主 な る 兼 業 

日本精工株式会社 社外取締役 

 

 

 

※佐成豐彦氏は、会社法第 2 条第 16 号に規定される当社社外監査役です。 

 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

河村
かわむら

 綱也
つ な や

 

 
 

学    歴 

１９５２（昭２７）年 ３月  東京大学法学部卒業 

 

 

職    歴 

１９５２（昭２７）年 ４月  株式会社三井銀行入社 

１９８１（昭５６）年 ６月  同社取締役就任 

１９８４（昭５９）年 ６月  同社常勤監査役就任 

２０００（平１２）年１０月  弁護士登録（東京弁護士会） 

               河村法律事務所入所 

２００４（平１６）年 ４月  東京弁護士会法制委員会委員長就任 

２００４（平１６）年 ５月  当社監査役就任（現） 

 

 

主 な る 兼 業 

東洋製罐株式会社 社外監査役 

 

 

 

※河村綱也氏は、会社法第 2 条第 16 号に規定される当社社外監査役です。 

 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

別添 

 

大株主の状況 

 

平成 18 年 8 月 31 日現在 

順位 株主名 
持株数 

（千株） 
議決権比率 
（％） 

1 財団法人三越厚生事業団 40,199 8.24

2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社（信託口） 
18,605 3.81

3 日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 
14,767 3.03

4 株式会社大塚家具 14,119 2.89

5 三井生命保険株式会社 11,195 2.29

6 三越従業員持株会 8,974 1.84

7 三越愛護会 8,366 1.71

8 

モルガン・スタンレー・アンド・カンパニ

ー・インターナショナル・リミテッド 
（常任代理人 モルガン・スタンレー証券

株式会社） 

7,943 1.62

9 

ザ チュース マンハッタン バンク 

エヌエイ ロンドン 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレ

ート銀行兜町証券決済業務室） 

7,120 1.46

10 株式会社三井住友銀行 7,000 1.43

 

 


